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埼
玉
県
西
部
に
広
が
る
武
蔵
野
の
雑
木
林
は
、
首
都
圏
40
キ
ロ
圏
内

に
あ
り
、
多
く
の
動
植
物
が
育
ま
れ
、
歴
史
的
に
も
大
変
価
値
の
あ
る

景
観
地
で
あ
る
。

　

こ
の
貴
重
な
平
地
林
は
、
各
農
家
の
努
力
に
よ
り
今
日
ま
で
引
き

継
が
れ
て
き
た
が
、
相
続
等
に
よ
り
売
却
や
物
納
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
に
あ
る
。
特
に
国
に
よ
る
こ
の
物
納
物
件
の
公
売
は
無
秩
序
な
開
発

へ
と
つ
な
が
り
、
武
蔵
野
の
雑
木
林
の
減
少
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
も

な
っ
て
い
る
。

　

今
地
球
は
、
温
暖
化
に
よ
る
危
機
的
な
状
態
に
あ
り
、
国
を
挙
げ
て

緑
の
保
全
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
で
あ
る
。
国
は
一
日

も
早
く
、
緑
の
保
全
や
創
造
に
向
け
た
新
た
な
施
策
へ
と
転
換
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
左
記
事
項
を
早
急
に
実
現
す
る
よ
う
強

く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

１　

雑
木
林
を
保
持
し
続
け
る
農
家
に
対
し
て
、
相
続
税
の
優
遇
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

２　

雑
木
林
の
固
定
資
産
税
の
あ
り
方
を
含
め
た
見
直
し
を
す
る
こ
と
。

３　

雑
木
林
の
物
納
要
請
に
関
し
て
は
積
極
的
に
受
け
入
れ
を
行
い
、

公
売
の
対
象
か
ら
除
外
し
、
国
有
林
等
の
公
有
地
化
を
促
進
し
、

恒
久
保
存
を
す
る
こ
と
。

雑
木
林
の
恒
久
保
存
並
び
に

　
　

税
体
系
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
書
︵
要
約
︶

◆
建
築
基
準
法
関
係
事
務
手
数
料
条
例

Ｑ　

今
回
、
建
築
台
帳
記
載
事
項
証
明
書
ほ
か
２
件

の
手
数
料
が
追
加
さ
れ
た
理
由
は
。

Ａ　

最
近
、
不
動
産
取
り
引
き
上
、
建
築
物
の
適
正

性
確
認
の
た
め
証
明
書
等
の
要
望
が
増
加
し
て
い
る
。

従
来
の
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く
手
続
き
で
は
、
申

請
か
ら
交
付
ま
で
１
週
間
か
ら
10
日
ほ
ど
日
数
が
か

か
る
の
で
、
迅
速
な
交
付
を
可
能
に
す
る
た
め
手
数

料
を
徴
収
し
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

◆
平
成
17
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
決
算
認
定

Ｑ　

下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
、
不
納
欠
損
額
が
増

え
て
い
る
が
、
そ
の
状
況
は
。

Ａ　

増
加
理
由
と
し
て
は
、
単
身
世
帯
や
外
国
人
世

帯
等
で
転
出
後
の
追
跡
、
接
触
が
で
き
な
い
場
合
が

出
て
き
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
１
件
当
た
り
の
平
均

額
は
２
〜
３
千
円
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
極
力
な
く

す
よ
う
に
努
力
し
て
い
く
。

◆
平
成
17
年
度
上
広
瀬
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会

計
決
算
認
定

Ｑ　

公
債
費
の
利
子
が
高
い
が
、
借
り
換
え
は
。

Ａ　

金
利
が
高
い
時
期
に
借
り
入
れ
た
も
の
を
低
い

時
期
に
借
り
換
え
す
る
こ
と
は
、
制
度
上
で
き
な
い
。

◆
平
成
17
年
度
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定

Ｑ　

水
道
利
用
加
入
金
に
つ
い
て
、
収
益
的
収
入
に

70
％
、
資
本
的
収
入
に
30
％
と
振
り
分
け
て
い
る
が
、

自
治
体
に
よ
っ
て
対
応
が
違
う
と
聞
く
。
企
業
会
計

と
し
て
は
、
そ
ろ
そ
ろ
一
本
化
し
て
し
か
る
べ
き
と

考
え
る
が
。

Ａ　

水
道
利
用
加
入
金
は
、
新
旧
利
用
者
の
公
平
負
担
と

施
設
整
備
拡
充
を
図
る
財
源
と
し
て
、
利
用
申
込
者
か
ら

徴
収
し
て
い
る
負
担
金
で
あ
る
。
本
市
と
し
て
は
、
水
道

施
設
の
整
備
状
況
等
を
考
慮
し
、
こ
れ
を
水
道
施
設
の
維

持
管
理
の
た
め
の
収
益
的
収
入
に
70
％
、
施
設
の
建
設
改

良
の
た
め
の
資
本
的
収
入
に
30
％
と
し
て
経
理
し
て
い
る
。

仮
に
水
道
利
用
加
入
金
を
す
べ
て
収
益
的
収
入
と
し
て
経

理
し
た
場
合
に
は
、
一
時
的
に
収
益
的
収
支
は
改
善
さ
れ

る
が
、
反
面
、
加
入
金
相
当
額
分
の
財
源
不
足
か
ら
、
水

道
施
設
整
備
の
遅
延
の
懸
念
が
生
じ
る
の
で
、
現
状
で
対

応
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

  

な
お
、
審
査
に
先
立
っ
て
、
市
道
の
路
線
の
認
定
・
廃

止
箇
所
等
の
視
察
を
行
い
ま
し
た
。︵
写
真
︶

議
員
提
出
議
案

◆
雑
木
林
の
恒
久
保
存
並
び
に
税
体

系
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
書
の
提

出
　
　

提
出
議
員　

伊　

藤　
　

彰

建

設

委

員

会

下
水
道
事
業
等
の
17
年
度
決
算
を
審
査
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◆
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
条
例

Ｑ　

実
施
予
定
時
期
は
。

Ａ　

11
月
１
日
か
ら
33
手
続
き
を
実
施
予
定
で
あ
る
。

Ｑ　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
発
行
数
は
。
個
人
認
証
が

必
要
と
な
る
手
続
き
は
。

Ａ　

８
月
31
日
現
在
で
発
行
数
は
１
１
４
７
件
で
、
う
ち

個
人
認
証
を
付
し
て
い
る
も
の
が
２
０
５
件
で
あ
る
。
個

人
認
証
が
必
要
に
な
る
手
続
き
は
、33
の
う
ち
20
で
あ
る
。

Ｑ　

利
用
率
の
目
標
値
は
。

Ａ　

Ｉ
Ｔ
新
改
革
戦
略
は
平
成
22
年
度
ま
で
に
利
用
率

50
％
達
成
を
目
標
と
し
て
い
る
が
、市
町
村
レ
ベ
ル
で
は
、

こ
の
数
値
達
成
は
厳
し
い
。

◆
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関

す
る
条
例
及
び
狭
山
市
職
員
公
務
災
害
等
見
舞
金
支
給
条

例
の
一
部
改
正

Ｑ　

公
務
と
は
公
の
場
所
を
指
す
の
か
、
仕
事
の
内
容
を

指
す
の
か
。

Ａ　

公
務
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
判

断
は
、
公
務
災
害
補
償
等
認
定
委
員
会
の
審
議
を
経
て
、

最
終
的
に
は
実
施
機
関
で
あ
る
議
長
が
認
定
す
る
こ
と
に

な
る
。

◆
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

Ｑ　

昨
年
度
の
退
職
団
員
数
は
。

Ａ　

平
成
17
年
度
の
退
職
団
員
数
は
22
人
で
あ
り
、
う
ち

支
給
対
象
者
は
17
人
で
あ
る
。

◆
平
成
18
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

Ｑ　

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
金
は
地
区
ご
と
に

助
成
の
順
番
は
あ
る
の
か
。

Ａ　

順
番
は
な
い
が
、
今
後
作
る
予
定
で
あ
る
。

◆
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

Ｑ　

地
域
手
当
の
考
え
方
、
割
合
の
根
拠
は
。

Ａ　

給
料
表
を
民
間
に
お
け
る
給
与
水
準
の
最
も
低
い
地
域
に
合

わ
せ
て
引
き
下
げ
、
民
間
の
賃
金
が
高
い
地
域
に
つ
い
て
は
、
住

民
の
通
勤
先
の
賃
金
水
準
等
も
考
慮
し
、
国
が
市
町
村
ご
と
に

３
％
か
ら
18
％
を
指
定
す
る
。

Ｑ　

地
域
手
当
を
引
き
下
げ
る
の
は
、
趣
旨
と
は
違
う
の
で
は
な

い
か
。

Ａ　

給
料
表
を
引
き
下
げ
て
地
域
手
当
を
支
給
す
る
の
が
趣
旨
で

あ
る
。
給
料
表
の
引
き
下
げ
が
未
実
施
の
状
況
で
地
域
手
当
を
支

給
す
る
と
、
給
与
水
準
を
上
げ
て
し
ま
い
、
趣
旨
に
合
わ
な
い
。

◆
在
宅
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
支
給
条
例
の
一
部
改
正

Ｑ　

所
得
に
よ
る
支
給
制
限
を
導
入
す
る
改
正
に
よ
り
、
手
当
の
受

給
対
象
者
１
９
９
８
人
の
う
ち
４
９
０
人
が
対
象
外
と
な
る
が
、
対

象
外
と
な
る
所
得
は
、
月
収
に
す
る
と
ど
の
く
ら
い
か
。

Ａ　

今
回
の
所
得
制
限
の
導
入
は
、
埼
玉
県
と
同
様
に
改
正
す
る
も

の
で
、
月
収
に
す
る
と
17
万
３
３
３
円
以
上
の
方
が
対
象
外
と
な
る
。

◆
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正

Ｑ　

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
出
産
育
児
一
時
金
が
５
万
円
増
額
し
て

35
万
円
に
、
葬
祭
費
が
３
万
円
減
額
し
て
７
万
円
に
な
る
が
、
他
市

の
状
況
は
。

Ａ　

埼
玉
県
内
の
状
況
で
は
、
出
産
育
児
一
時
金
は
40
市
す
べ
て
が

35
万
円
に
引
き
上
げ
、
葬
祭
費
は
現
在
10
万
円
を
支
給
し
て

い
る
15
市
の
う
ち
13
市
が
引
き
下
げ
予
定
で
あ
る
。

◆
平
成
18
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

Ｑ　

保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
が
創
設
さ
れ
、
30
万
円
か

ら
80
万
円
の
医
療
費
が
対
象
と
な
る
が
、
狭
山
市
で
対
象
と

な
る
件
数
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

Ａ　

こ
の
事
業
は
、
埼
玉
県
内
の
市
町
村
間
の
保
険
税
の
平

準
化
、
財
政
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
埼
玉
県
国
民
健
康
保

険
団
体
連
合
会
が
運
営
す
る
も
の
で
、
狭
山
市
は
約
５
億
円

を
拠
出
す
る
が
、
対
象
件
数
は
約
２
１
０
０
件
と
見
込
ん
で

い
る
。

◆
平
成
17
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計
決
算
認
定

Ｑ　

介
護
保
険
の
保
険
料
を
２
億
円
近
く
繰
り
越
し
た
が
、

第
２
期
３
年
間
の
サ
ー
ビ
ス
量
と
保
険
料
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。

Ａ　

２
億
円
弱
の
額

を
繰
り
越
し
た
一
番

の
要
因
は
、
平
成
17

年
の
居
住
費
、
医
療

費
を
自
己
負
担
と
す

る
制
度
改
正
で
あ
り
、

約
１
億
３
千
万
円
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
差

し
引
く
と
第
２
期
３

年
間
の
サ
ー
ビ
ス
に

対
す
る
保
険
料
は
、

適
正
な
結
果
と
考
え

て
い
る
。

文
教
厚
生
委
員
会

総
務
経
済
委
員
会

11
月
１
日
か
ら
電
子
申
請
が
ス
タ
�
ト

国
保
の
出
産
育
児
一
時
金
等
の
支
給
額
改
定
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( 平成１８年９月２２日現在 )

　９月定例会において決算特別委員会が設置されましたが、狭山市議会には、このほか３特別委員
会が設置されています。

※特別委員会とは特定の案件を審査する上で必要がある場合、議会の議決によって設置される委員
　会のことです。

　

市
議
会
へ
請
願
、
陳
情
を
提
出
さ
れ
る
場
合
は
、
書
面
に
よ
り
次
の
要
領
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

１　

件
名
・
要
旨
及
び
理
由
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２　

提
出
年
月
日
、
請
願
者
の
住
所
（
法
人
の
場
合
は
所
在
地
及
び
名
称
）
を
記
載

し
、
請
願
者
（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
）
が
署
名
ま
た
は
記
名
押
印
を
し
て
く
だ

さ
い
。

３　

請
願
書
に
は
、
そ
の
表
紙
に
紹
介
議
員
（
２
人
以
上
）
の
署
名
又
は
記
名
押
印

が
必
要
で
す
が
、
陳
情
書
に
は
紹
介
議
員
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

４　

内
容
の
異
な
る
請
願
（
例
え
ば
、
ご
み
の
問
題
と
道
路
の
問
題
）
は
、
別
々
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

５　

道
路
、
河
川
、
下
水
道
な
ど
場
所
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
案
内
図
や
略

図
等
を
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

６　

請
願
は
定
例
会
前
の
議
会
運
営
委
員
会
前
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
当
該

定
例
会
で
審
査
し
、
陳
情
は
定
例
会
最
終
日
前
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
当

該
定
例
会
の
会
期
中
に
、
そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
協
議
い
た
し
ま
す
。

７　

そ
の
ほ
か
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、
議
会
事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　

（
☎
２
９
５
３
｜
１
１
１
１　

内
線
３
３
１
１
）

請
願
・
陳
情
の
提
出
方
法

請願書の様式

請願書

紹介議員○○○○印
紹介議員○○○○印

（
表
紙
）

（用紙の大きさはA4版です）

（
本
文
）

※署名した場合、押印の必要はありません。

１　件名（内容を端的に表す件名を書く）
２　請願の趣旨
　　　要旨（請願しようとする内容を簡単に書く）
　　　理由（請願の内容及び理由を詳しく書く）

　上記の通り請願いたします。
　　平成○年○月○日
　　　請願者　住所（法人の場合は所在地）
　　　　　　　　○ ○ ○ ○
　　　　　　　氏名
　　　　　　（法人の場合は名称及び代表者氏名）
　　　　　　　　○ ○ ○ ○ 印
　　　　　　　　　　　　　　　　ほか○名

狭山市議会議長 ○ ○ ○ ○ 様

特 別 委 員 会

委 員 長

副委員長
斉　藤　壮　伍
東　山　　徹
小谷野　　剛
伊　藤　　彰
中　川　　浩
広　森　すみ子
武　藤　喜　八

委 員 長

副委員長
奥　冨　喜　康
東　山　　徹
宮　寺　完　二
磯　野　和　夫
手　島　秀　美
中　村　正　義
猪　股　嘉　直
大　沢　正　一
吉　沢　永　次

基 地 対 策 特 別 委 員 会 狭山市駅西口地区整備の意見書・

署名簿に係わる調査特別委員会

委 員 長

副委員長
渡　辺　智　昭
伊　藤　　彰
小谷野　　剛
磯　野　和　夫
内笹井　　務
中　川　　浩
広　森　すみ子
尾　崎　忠　也
武　藤　喜　八

市街地整備促進特別委員会
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